
 

聖

籠

町

国

民

健

康

保

険

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

こ

こ

に

公

布

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

五

年

三

月

三

十

一

日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

聖

籠

町

長

 
 

渡

 

邊

 

廣

 

吉

 
 

聖

籠

町

条

例

第

十

九

号

 

聖

籠

町

国

民

健

康

保

険

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

聖

籠

町

国

民

健

康

保

険

税

条

例

（

昭

和

三

十

四

年

聖

籠

町

条

例

第

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

五

条

の

二

中

「

の

属

す

る

月

以

後

五

年

を

経

過

す

る

ま

で

の

間

に

限

り

、
同

日

」
を

削

り

、
「

属

す

る

被

保

険

者

が

属

す

る

世

帯

」
の

下

に

「

で

あ

つ

て

同

日

の

属

す

る

月

（

以

下

こ

の

号

に

お

い

て

「

特

定

月

」
と

い

う

。
）
以

後

五

年

を

経

過

す

る

月

ま

で

の

間

に

あ

る

も

の

」

を

、
「

に

お

い

て

同

じ

。
）
」
の

下

に
「

及

び

特

定

継

続

世

帯
（

特

定

同

一

世

帯

所

属

者

と

同

一

の

世

帯

に

属

す

る

被

保

険

者

が

属

す

る

世

帯

で

あ

つ

て

特

定

月

以

後

五

年

を

経

過

す

る

月

の

翌

月

か

ら

特

定

月

以

後

八

年

を

経

過

す

る

月

ま

で

の

間

に

あ

る

も

の

（

当

該

世

帯

に

他

の

被

保

険

者

が

い

な

い

場

合

に

限

る

。
）
を

い

う

。
第

三

号

、
第

五

条

の

五

及

び

第

十

九

条

に

お

い

て

同

じ

。
）
」

を

加

え

、

同

条

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

 

 

三

 

特

定

継

続

世

帯

 

一

五

、

〇

〇

〇

円

 

 

第

五

条

の

五

第

一

号

中
「

以

外

」
を
「

及

び

特

定

継

続

世

帯

以

外

」

に

改

め

、

同

条

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

 

 

三

 

特

定

継

続

世

帯

 

四

、

五

〇

〇

円

 

 

第

十

九

条

第

一

号

ロ

⑴

中

「

以

外

」

を

「

及

び

特

定

継

続

世

帯

以

外

」

に

改

め

、

同

号

ロ

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

 

 
 

⑶

 

特

定

継

続

世

帯

 

一

〇

、

五

〇

〇

円

 

 

第

十

九

条

第

一

号

ニ

⑴

中

「

以

外

」

を

「

及

び

特

定

継

続

世

帯

以

外

」

に

改

め

、

同

号

ニ

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

 

 
 

⑶

 

特

定

継

続

世

帯

 

三

、

一

五

〇

円

 



 

第

十

九

条

第

二

号

ロ

⑴

中

「

以

外

」

を

「

及

び

特

定

継

続

世

帯

以

外

」

に

改

め

、

同

号

ロ

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

 

 
 

⑶
 

特

定

継

続

世

帯

 

七

、

五

〇

〇

円

 

 

第

十

九

条

第

二

号

ニ

⑴

中

「

以

外

」

を

「

及

び

特

定

継

続

世

帯

以

外

」

に

改

め

、

同

号

ニ

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

 

 
 

⑶

 

特

定

継

続

世

帯

 

二

、

二

五

〇

円

 

 

第

十

九

条

第

三

号

ロ

⑴

中

「

以

外

」

を

「

及

び

特

定

継

続

世

帯

以

外

」

に

改

め

、

同

号

ロ

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

 

 
 

⑶

 

特

定

継

続

世

帯

 
三

、

〇

〇

〇

円

 

 

第

十

九

条

第

三

号

ニ

⑴

中

「

以

外

」

を

「

及

び

特

定

継

続

世

帯

以

外

」

に

改

め

、

同

号

ニ

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

 

 
 

⑶

 

特

定

継

続

世

帯

 

九

〇

〇

円

 

 

附

則

第

十

八

項

の

見

出

し

中

「

居

住

用

」

を

「

被

災

居

住

用

」

に

改

め

、

同

項

中

「

附

則

第

四

十

四

条

の

二

第

三

項

」

を

「

附

則

第

四

十

四

条

の

二

第

四

項

及

び

第

五

項

」
に

、
「

第

三

十

六

条

」
を
「

第

三

十

五

条

第

一

項

」
に

、
「

第

二

十

九

条

」
を
「

第

二

十

九

号

」
に

改

め

る

。

 

 
 

 

附

 

則

 

 

（

施

行

期

日

）

 

第

一

条

 

こ

の

条

例

は

、
平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

附

則

第

十

八

項

の

改

正

規

定

は

、

平

成

二

十

六

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

 

（

適

用

区

分

）

 

第

二

条

 

次

項

に

定

め

る

も

の

を

除

き

、

改

正

後

の

聖

籠

町

国

民

健

康

保

険

税

条

例
（

以

下
「

新

条

例

」
と

い

う

。
）
の

規

定

は

、
平

成

二

十

五

年

度

以

後

の

年

度

分

の

国

民

健

康

保

険

税

に

つ

い

て

適

用

し

、
平

成

二

十

四

年

度

分

ま

で

の

国

民

健

康

保

険

税

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

 

２

 

新

条

例

附

則

第

十

八

項

の

規

定

は

、

平

成

二

十

六

年

度

以

後

の



国

民

健

康

保

険

税

に

つ

い

て

適

用

す

る

。

 

 

  


